
青森大学・青森短期大学公益通報者保護等に関する規程	
 	
 

（目的）	
 	
 

第	
 １	
 条	
 この規程は、公益通報者保護法（平成16年法律第122号。以下「保護法」とい

う。）	
 及びその他関係法令等に基づき、青森大学及び青森短期大学（以下「本学」

という。）における公益通報者の保護及び公益通報の処理その他の必要な事項につい

て定める。	
 	
 

	
 

（定義）	
 	
 

第	
 ２	
 条	
 この規則における用語の定義は、次の各号に定めるとおりとする。	
 	
 

(1)	
 「公益通報」とは、不正の利益を得る目的、他人に損害を加える目的その他の

不正の目的でなく、本学又は本学の業務に従事する場合におけるその教職員及

びその他の者（以下「教職員等」という。）について、通報対象事実が生じ、

又はまさに生じようとしている旨を、本学、若しくは当該通報対象事実につい

て処分、勧告等をする権限を有する行政機関等又は当該通報対象事実を通報す

ることがその発生若しくはこれによる被害の拡大を防止するために必要であ

ると認められる者（当該通報対象事実により被害を受け又は受けるおそれがあ

る者を含み、本学の競争上の地位その他正当な利益を害するおそれがある者を

除く。）に通報することをいう。	
 	
 

(2)	
 「公益通報者」とは、公益通報をした者をいう。	
 	
 

(3)	
 「通報対象事実」とは、保護法第２条第３項に規定する通報対象事実をいう。	
 	
 

(4)	
 「被通報者」とは、法令違反等を行った、行っている又は行おうとしていると

して、通報された者をいう。	
 	
 

	
 

（総括責任者）	
 	
 

第	
 ３	
 条	
 本学における公益通報の対応に関する業務を総括するため総括責任者を置き、

事務総局長をもって充てる。	
 	
 

	
 

（通報処理体制等の周知）	
 	
 

第	
 ４	
 条	
 総括責任者は、通報窓口、公益通報等の方法その他必要な事項を職員等に周

知する。	
 	
 

	
 

（通報窓口）	
 	
 

第	
 ５	
 条	
 本学における公益通報及び公益通報に関する相談に対応するため、事務室（教

務課・学生課）に通報窓口を置く。	
 	
 

	
 



（公益通報の申し出）	
 	
 

第	
 ６	
 条	
 公益通報の申し出は、自らの氏名及び連絡先を明らかにした上で、電話、電

子メール、ファクシミリ又は文書により行うことができる。	
 	
 

	
 

（通報の受付等）	
 	
 

第	
 ７	
 条	
 通報窓口において、公益通報を受けたときは、速やかに当該公益通報を受領

した旨を総括責任者に報告する。	
 	
 

２	
 通報窓口の職員以外の者が公益通報を受けたときは、速やかに通報窓口に連絡し、

又は当該公益通報者に対し通報窓口に公益通報するよう助言しなければならない。	
 	
 

	
 

（通報に対する対応）	
 	
 

第	
 ８	
 条	
 総括責任者は、公益通報を受けた日から２０日以内に、当該通報対象事実に

係る調査実施の有無等を当該公益通報者に通知しなければならない。この場合におい

て、調査を実施しないときは、その理由を併せて通知するものとする。	
 	
 

２	
 総括責任者は、前項に規定する調査を行うこととなった場合、公益通報の内容を理

事長に報告し、理事長の指示のもと、速やかに公益通報調査委員会（以下「調査委員

会」という。）を設置しなければならない。	
 	
 

３	
 調査委員会の構成員は、その都度、総括責任者が決定し、職務を遂行次第解散させ

る。	
 	
 

４	
 被通報者又は関係者は、前項の規定による調査委員会からの調査に関する協力要請

があった場合は、正当な理由がある場合を除き、これに応じなければならない。	
 	
 

	
 

（調査結果の通知）	
 	
 

第	
 ９	
 条	
 調査委員会は、調査を終えたときは、その調査結果を総括責任者に報告しな

ければならない。総括責任者は、調査結果を理事長に報告するとともに、当該公益通

報者に通知するものとする。	
 	
 

	
 

（是正措置等）	
 	
 

第１０条	
 総括責任者は、調査の結果、法令違反行為が明らかになったときは、直ちに

是正及び再発防止のために必要な措置（以下「是正措置等」という。）を講じなけれ

ばならない。	
 	
 

２	
 前項の規定により是正措置等を講じたときは、理事長に報告するとともに、当該公

益通報者に対して是正措置等の結果を通知し、必要に応じて、関係行政機関等に対し

当該調査及び是正措置等に関し報告を行うものとする。	
 	
 

３	
 理事長は、当該法令違反行為に関与した本学の職員に対し、本学就業規則等に基づ

き、懲戒処分等を行うことができる。	
 	
 



	
 

（被通報者等への配慮）	
 	
 

第１１条	
 第９条及び第１０条第２項により、公益通報者に通知するときは、当該公益

通報に係る被通報者又は当該調査に協力した者の名誉、プライバシー等を侵害するこ

とのないように配慮しなければならない。	
 	
 

	
 

（公益通報者等の保護）	
 	
 

第１２条	
 公益通報者又は公益通報に関する相談をした者（以下「公益通報者等」とい

う。）は、公益通報又は公益通報に関する相談をしたことを理由として、解雇その他

いかなる不利益な取り扱いも受けない。	
 	
 

２	
 総括責任者は、公益通報者等に対して不利益な取扱い及び職場内での嫌がらせ等が

行われている場合は、公益通報者等を保護するために必要な措置を講じなければなら

ない。	
 	
 

	
 

（利益相反関係の排除）	
 	
 

第１３条	
 受付担当者、調査担当者その他通報処理に従事する者は、自らが関係する通

報事案の処理に関与してはならない。	
 	
 

	
 

（不正目的の通報禁止）	
 	
 

第１４条	
 本学の職員は、虚偽の通報、他人を誹謗中傷する通報その他不正を目的とす

る通報を行ってはならない。	
 	
 

	
 

（秘密保持義務）	
 	
 

第１５条	
 公益通報の対応に関与する者は、業務上知り得た秘密を他に漏らしてはなら

ない。当該通報業務に関与しなくなった後においても同様とする。	
 	
 

	
 

（職員等以外の者からの通報に対する対応）	
 	
 

第１６条	
 職員等以外の者からの通報対象事実に関する公益通報等があったときは、こ

の規則に準じて取り扱うものとする。	
 	
 

	
 

（事務）	
 	
 

第１７条	
 公益通報に関する事務は、事務局が行う。	
 	
 

	
 	
 

附	
 則	
 	
 

この規程は、平成２２年９月１日から施行する。	
 

	
 



	
 

（参考）	
 ※公益通報者保護法第２条第３項（抜粋）	
 

３	
 	
 この法律において「通報対象事実」とは、次のいずれかの事実をいう。	
 	
 

一	
 	
 個人の生命又は身体の保護、消費者の利益の擁護、環境の保全、公正な

競争の確保その他の国民の生命、身体、財産その他の利益の保護にかかわ

る法律として別表に掲げるもの（これらの法律に基づく命令を含む。次号

において同じ。）に規定する罪の犯罪行為の事実	
 	
 

二	
 	
 別表に掲げる法律の規定に基づく処分に違反することが前号に掲げる

事実となる場合における当該処分の理由とされている事実（当該処分の理

由とされている事実が同表に掲げる法律の規定に基づく他の処分に違反し、

又は勧告等に従わない事実である場合における当該他の処分又は勧告等の

理由とされている事実を含む。）	
 	
 

	
 


